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みなさんこんにちは！浜田地区里親会です。 

浜田地区里親会は、浜田市・江津市・大田市・川本町・邑南町・美郷町に住む 

里親で組織しており、 

令和５年１月末時点で、２７世帯４４名の仲間で、楽しく活動をしています♪ 

里親サロン 
１０月～１月にかけて、里親制度普及啓発のた

めのパネル展示をしました。浜田市、江津市、大

田市、川本町の図書館や大学等にご協力いただ

きました。併せて、リーフレットやティッシュを

置かせていただき、多くの方が手に取ってくだ

さいました。少しでも多くの方に、興味を持って

いただくきっかけとなればと願っております。 

里親パネル展示 

三隅町にある児童養護施設「聖こう寮」で開催さ

れた、もちつき会に、参加しました。 

もち作りをしながら、施設の職員さんや子ども

さんと、楽しく交流することができました。 

つきたてのお餅がとっても美味しかったです♪ 
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里親同士で近況を報告し、子育てをする上での課

題や悩みなどを共有する場として、里親サロンを

開催しています。 

今年度は、初めてオンラインサロンを行いまし

た。オンラインに慣れないメンバーが多いです

が、普段と変わらない雰囲気で、楽しく近況報告

をすることができました♪ 

浜田市の主任児童委員さんと浜田地区里親会

で、懇話会を行いました。当日は、里親会や里

親制度の説明、意見交換等をさせていただきま

した。主任児童委員さんから里親に、たくさん

のご質問をいただき、活発な意見交換をするこ

とが出来ました。このような機会を設けていた

だき、感謝です♪ 

このように、今後も色々な機関や団体の方々と

意見交換をできたら良いなと思っています。 

主任児童委員（浜田）さんとの懇話会 

もちつき会 



 

 

 

  

 里親だよりによせて 

      浜田児童相談所長（浜田地区里親会顧問） 長谷川 美穂 

  

「要保護児童の支援において、まずはこどもの家庭を支援する。家庭での養育が適当でない場合は、家庭

と同様の環境（養子縁組、里親、ファミリーホーム）での養育を優先する」という方針が児童福祉法に明記

されたことから、島根県でも社会的養育推進計画において、里親委託を優先して進めることとなっていま

す。これまでの啓発活動のおかげか、里親登録者は、年々増えてきていますが、残念ながら令和 3 年度は

委託児童数の減少により、委託率も低下しました。今後も引き続き里親制度を、一般の方々にも理解してい

ただけるように周知していくことが必要と感じます。令和 3 年度からは、市町村の子育て短期支援事業に

おいて、直接里親への委託が可能となりました。管内では浜田市においてこの制度を開始されています。地

域の子育て支援に里親さんが貢献できることが、支援を必要としている家庭にも伝わることで、里親養育の

推進につながることを期待しています。浜田地区里親会の皆様とともに啓発活動や、地区の里親さん同士の

交流等を進めていきますので、ご協力をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

テレビ等の報道を見て、里親について知り、気力・

体力があるうちに、自身も里親になりたいと思い

ました。児童相談所の職員さんがこんなに親切だ

と思わなかったので、分からないことや問い合わ

せは、早くからしておけば良いなと思います。（T

氏） 

 

実子がいないため、里親について調べていまし

た。その中で、親元で生活できない子どもと一緒

に人生を歩んでいけたらと思い、里親になること

を希望しました。すぐに里親になれるとは限らな

いので（申請～登録までには時間を要するので）、

迷っておられる方は、一日でも早い登録をおすす

めします。（U氏） 

 

テレビの放送を見て、里親になりたいと強く思い

ました。もし、みなさんが里親になることがある

ならば、子どもには心温かい気持ちで接して欲し

いです。一方的に話すのではなく、子どもの言う

ことに聞く耳を持ち、笑顔でコミュニケーション

を取っていただきたいです。（N氏） 

 

孫を養育する親族里親として、登録しています。 

親族里親という制度があることは、最近初めて知

りました。このように、里親といっても色々な種

類があります。制度内容などを見て、知ってみる

ことから始められると良いと思います。（O 氏） 

 



 

 

 

  

令和４年５月２８日（土）に、 

第６９回中国地区里親研修大会（ZOOM）を開催しました。 

当日は、２０８名の方にご参加いただき、 

無事大会を終えることができました 

大会報告書を、【島根県里親会HP】に掲載しておりますの

で、ぜひご覧ください。 

 

 

＊島根県里親会HP・URL＊ 

http://www.shimasato.jp/ 

 

第 69回中国地区里親研修大会 

＊ご報告＊ 

  

子どもの安心基地が広がるために     坂根 愛子 

  

 私は里親になる前に児童相談所職員として勤務し、多くのご家庭や里親さんと関わる中で、児童福祉につ

いて学ばせて頂きました。その中で、各ご家庭様々な事情はありますが、子どもさんが親御さんと離れて生

活をしないといけない時に、遠く離れることなく、子どもさんが生まれ育った地に助けてくれる人がいた

ら、親子ともに安心できるのではないかと感じました。また、里親だけが頑張るのではなく、里親を応援す

る里親がいたら良いなと感じました。このような思いで、自らが動いて応援することはもちろん、そのひと

ときを楽しみや安心に変えることが出来たらとの思いで、里親となり活動を始めました。 

 養育里親での受け入れは、長期・短期と期間は様々です。私は、子育ての休憩を少し取りたいと思ってい

る親御さん達を応援したいとの思いから、短期委託を希望し、ご家庭の事情等で緊急保護となり、支援が必

要となったお子さんをお預かりしました。 

 我が家で特別なことをする訳ではないですが、不安を抱えてやって来たお子さん達とたくさん話して、め

ちゃくちゃ笑って､食べて、大汗かくほど遊んで。親御さんの子どもさんへの思いを想像しながら、「いつも

見てるよ」と言うメッセージを子どもに送ることで、｢自分には信頼できる人がいる｣と感じて貰えたらなと

思っているところです。子どもさんが生まれ育った浜田で親御さんの他にも、自分を見てくれている人がい

ると感じ、何かあったら「さかねこさん(=^ェ^=)」と親御さんと話をしていると聞くこともあり、私自身も

大きな力と、ほんわかとした温かい気持ちをもらっています。 

子どもを一人の人として寄り添い、親御さんの思い、また里親さんの里親支援に対する思いを想像して尊

重し、応援出来る里親となる事･･･。これは、これから先の未来、子ども達が勇気を持って自分の夢に向か

って羽ばたける力となると思っています。 

地域みんなで助け合い、応援し合える。そんな温かい安心基地が広がることを願ってこれからも応援し続

けます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

職場の研修や集まりに… 

出前講座承ります！ 

浜田地区里親会では、里親制度の紹介や、 

里親の養育体験発表などの出前講座を承っ

ております。 

短い時間でも結構ですので、職場の研修や自

治会の集まりなどにぜひご活用ください。 

※謝金や旅費等は特に必要ありません。 

お問い合わせは、 

お気軽にこちらまで！ 

TEL:0855-28-3560 

  （浜田児童相談所） 

http://www.shimasato.jp/


 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

養育里親………実親に代わって家庭に受け入れ養育する里親。 

専門里親………虐待や障がいなど、特に支援を必要とする子どもを養育する里親。 

専門の研修を受ける必要があります。 

養子縁組里親…養子縁組を希望する里親。他の里親と違い、夫婦で登録する必要があります。 

親族里親………親の死亡等の事情により親族（祖父母やきょうだい等）が養育する里親。 

ただし、認定には一定の条件があります。 

 

 

子どもの生活費、教育費、医療費などが支給され、子どもたちが事故にあった場合などの補

償もあります。 

 

 

 

研修の受講 → 申請書類の提出 → 児相職員がご家庭を訪問 → 認定登録 

 

【研修】①基礎研修…講義＋施設見学（あわせて１日） 

     ②登録前研修…講義（１日半）＋施設での実習（１日半） 

 

 

 

 委託の打診 →  面会  →  交流の開始  → 委託 

ご支援ありがとうございます 

島根県電気工事組合青年部さまより、島根県里親会に寄付を頂きました。 

頂いた寄付で里子さんに図書カードをプレゼントしました。 

子ども達は大喜びです。本当にありがとうございました。 

里親制度 

ご案内 子どもの養育について理解と熱意と愛情を持ち、里親希望

者及び同居人が、欠格事由に該当しないこと。また、経済的

に困窮していないこと。（親族里親除く） 

※特別な資格等は必要ありません。 

 

打診では児童相談所

が、子どもの状況等に

ついて説明します。 

施設や一時保護所で

職員立ち会いのもと

子どもと面会します。 

交流では徐々に、 

外出、外泊とステップ

アップしていきます。 


